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吉野川水系吉野川の取水制限（案）について 

 

本日の平成 28 年度吉野川水系水利用連絡協議会第 1 回幹事会（幹事長：四国地方整

備局河川部長 西井
に し い

 洋史
ひ ろ し

）で以下のように整理されました。 

「第一次取水制限（案）」 

●第一次取水制限（案） 

早明浦ダムの 貯水率が６０％程度 になった時点より、池田ダム（（独）水資源機

構管理ダム）地点から、徳島用水 への供給量、及び 香川用水 への供給量を削減

することを提案しました。 

 

 

削減量については、各幹事から各機関の委員に報告し、確認をいただいたうえで、決定 

します。 

なお、決定結果については、別途公表致します。 

 

 

                                  平成２８年８月３日 

                             吉野川水系水利用連絡協議会 

          事務局：国土交通省四国地方整備局 

 

 

問い合わせ先（ ★：主な問い合わせ先 ） 

国土交通省四国地方整備局河川部 

水政課長       土橋
ど ば し

 仁
ひとし

  （内線：３５５１） 

★水政課長補佐   溝渕
みぞぶち

 真司
し ん じ

 （内線：３５５２） 

ＴＥＬ ０８７（８１１）８３１６（水政課） 

 

河川管理課長    三宅
み や け

 和志
か ず し

 （内線：３７５１） 

★河川保全専門官  藤本
ふじもと

 雅
まさ

信
のぶ

 （内線：３５２４） 

  ＴＥＬ ０８７（８１１）８３２０（河川管理課） 

 


